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 目標値等の設定 １６

目標値等の設定に関する基本的な考え方 １６-１ 

本計画の必要性や妥当性を市民等の関係者に示すためには、客観的かつ定量的に評価する必要があ

り、その達成状況を確認することが重要です。 

そこで、本計画の「都市づくりの目標」の実現に向けた目標値を設定し、当該目標値の達成状況等

をもとに、本計画の見直し時期に合わせて評価、分析することにより、施策の必要性や妥当性を検証

します。 

 

 

目標値の設定 １６-２ 

本計画の目的でもある、将来の人口減少社会に対応した「住みやすい上田市」を実現するために、

現状を維持していくことが重要です。 

よって、それぞれの居住誘導区域における目標値は直近の国勢調査における DID人口密度を基本と

します。 

居住誘導区域内の人口密度の分布として、以下の人口密度以上の範囲（面積）を P.108及び P.110

のメッシュ図に示す面積、メッシュの数以上とすることを目標とします。 

 

 

 

【2035年目標値】 

 

上田居住誘導区域 

37.66人／ha 2015(平成 27)年 DID人口密度 

 

丸子居住誘導区域 

25.57人／ha 2010(平成 22)年 DID人口密度 
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 目標の達成状況に関する評価方法 １７

 

本計画が効果的に機能し、目指す都市構造である「ネットワーク＋多極・拠点集約型都市構造」へ

の進展がなされているかを確認するため、「都市計画基礎調査」による土地利用現況、建築物の新築

状況、「上田市開発事業の規制に関する条例」に基づく届出の件数、分布、「住民基本台帳」に基づく

人口移動の状況について調査を実施するものとします。 

これらの結果を基に、目標達成状況の検証・評価を行うとともに、その要因を分析し、分析結果に

基づいた次の展開への施策検討を行います。 

 

 

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○計画の実践 

○モニタリングの実施 

○分析結果に基づく 

次の施策の検討 

○立地適正化計画の 

策定・改定 

○目標達成状況の検証・評価 

○未達成要因の分析 
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 届出制度について １８

居住誘導区域外における行為の届出（都市再生特別措置法第 88条） １８-１ 

居住誘導区域外における住宅開発の動向を把握するため、居住誘導区域外で行われる一定規模以上

の建築行為又は開発行為については、既存の建築確認申請や開発許可申請に加え、行為着手日の 30

日前までに市への届出が義務づけられます。※ 

 

■届出の対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能誘導区域外における行為の届出（都市再生特別措置法第 108条） １８-２ 

都市機能誘導区域外における都市機能誘導施設の整備の動向を把握するため、都市機能誘導施設を

対象に次の行為を行おうとする場合は、既存の建築確認申請や開発許可申請に加え、行為着手日の

30日前までに市への届出が義務づけられます。※ 

 

■届出の対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※届出を行わない、或いは虚偽の届出を行った場合は、事業者等に対して罰則（30万円以下の罰金（法

第130条））が適用されますが、居住誘導区域外・都市機能誘導区域外での開発行為を罰するもので

はありません。  

   立地適正化計画区域  

  居住誘導区域  届出必要 

 

①の例示 

①３戸以上の住宅を建築しようとする場合 

 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上

の住宅とする場合 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 

1000 ㎡以上のもの 

800 ㎡ 

 

②の例示 

1300 ㎡ 

①の例示 

○開発行為 

○開発行為以外 

届出必要 

都市機能誘導区域 

誘導施設：病院 

届出不要 

○開発行為以外 
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都市機能誘導施設の休廃止に係る届出（都市再生特別措置法第 108条の 2） １８-３ 

都市機能誘導区域内において、都市機能誘導施設を休止または廃止しようとする場合は、休止また

は廃止しようとする日の 30日前までに市への届出が義務づけられます。 

 

■届出の対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誘導区域の境界にかかる土地の取り扱い】 

誘導区域の境界にかかる土地で、一体的な建築行為又は開発行為を行う土地は誘導区域内とみ

なします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引に関する事項 １８-４ 

（宅地建物取引業法第 35条第 1項第 2号、同施行令第 3条第 1項） 

都市再生特別措置法の施行（2014(平成26)年8月）にともない、宅地建物取引業者が宅地建物取引

士をして、宅地又は建物の売買等の契約の成立までに相手方等に説明させなければならない法律の制

限として、都市機能誘導区域外及び居住誘導区域外における建築等の届出義務等が追加されました。 

宅地建物取引において、宅地建物取引士は、取引の相手方に対し、都市機能誘導区域外及び居住誘

導区域外における建築物等の届出義務を説明しなければなりません。 

  

居住誘導区域の境界がかかる土地 

→ 居住誘導区域内とみなします。 

都市機能誘導区域の境界がかかる土地 

→ 都市機能誘導区域内とみなします。 

居住誘導区域外 

 

居住誘導区域 都市機能誘導区域外 

 

都市機能誘導区域 
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【参考】届出様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

184 

 立地適正化計画策定までの経過  １９

 

年 月 経 過 内   容 

H26.8 都市再生特別措置法改正 立地適正化計画制度の創設 

H27.1.14 市長プレゼンテーション 上田市立地適正化計画策定について説明 

H27.4 上田市立地適正化計画の策定に着手 

H27.7.21 
まちづくり庁内会議 

（庁内 39課） 上田市立地適正化計画 概要説明・報告 

H27.9.24 部長会議 

H28.8～ 
各地域自治センターワーキンググ

ループによる情報交換会 

立地適正化計画の概要説明、地域の課題と今後の

まちづくりについて（全 7回開催） 

H28.11.16 
第 17回上田市都市計画審議会 

調査審議 

上田市立地適正化計画策定に係る経過報告 

意見聴取 

H29.3.15 
上田市議会 3月定例会 

環境建設委員会 議題外報告 

上田市立地適正化計画の概要について  

説明・報告 

H29.3.17 
第 18回上田市都市計画審議会 

調査審議 

上田市立地適正化計画の概要について  

意見聴取 

H29.5～ 
各地域自治センターワーキンググ

ループによる情報交換会 

都市機能誘導区域、居住誘導区域、拠点の設定に

ついて等（全 12回開催） 

H29.6～ 市内 9地域協議会への情報提供 
上田市立地適正化計画の概要について 

 説明・意見聴取 H29.7～ 
関係諸団体への情報提供（商工会議

所建設業部会ほか 5団体） 

H29.11.13 
庁内連携ワーキンググループによ

る情報交換会（庁内関係 50課） 

上田市立地適正化計画の基本方針、誘導区域、拠

点の設定等の案について 意見交換 

H29.12.21 市政経営会議 
上田市立地適正化計画の基本方針、誘導区域、拠

点の設定等の案について 説明・報告 
H30.2.22 

上田市議会 3月定例会 

環境建設委員会 議題外報告 

H30.2.27 
第 19回上田市都市計画審議会 

調査審議 

上田市立地適正化計画の基本方針、誘導区域、拠

点の設定等の案について 意見聴取 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【上田市都市計画審議会】 
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年 月 経 過 内   容 

H30.5.16 

  ～6.14 

パブリックコメント 

（9月結果公表） 

上田市立地適正化計画書（案） 基本方針、誘導

区域、拠点の設定等について 

H30.5～10 

市民説明会、（5/26,27） 

市内 9地域協議会への説明 

関係諸団体等への説明会・資料送付 

上田市立地適正化計画 基本方針、誘導区域、拠

点の設定等の案について 説明・意見聴取 

Ｈ30.10～ 
上田市ホームページへの掲載 

（広報でＨＰ掲載を周知） 

・上田市立地適正化計画（案）の概要 

・リーフレット 

・上田市立地適正化計画Ｑ＆Ａ 

H31.1.7 

  ～2.5 

パブリックコメント  

（3月結果公表） 

上田市立地適正化計画 計画書の最終案につい

て 

H31.1.18 

  ～1.20 
市民説明会（3回開催） 

上田市立地適正化計画 最終案について 

説明・意見聴取 

H31.1.28 
庁内ワーキング（庁内関係 50 課）

情報交換会 

上田市立地適正化計画 最終案について 

説明・意見交換 

H31.2.13 
第 20回上田市都市計画審議会 

調査審議 

上田市立地適正化計画の成案化について 

意見聴取 

H31.3月 
上田市議会 3月定例会 

環境建設委員会 議題外報告 
上田市立地適正化計画について報告 

H31.3月 部長会議 上田市立地適正化計画について報告 

H31.3月 
上田市議会 3月定例会 

議会全員協議会 
上田市立地適正化計画について報告 

H31.3.25 上田市立地適正化計画公表  国土交通省へ報告・長野県へ計画書提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【庁内ワーキンググループ情報交換会】 【市民説明会】 
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 庁内連携ワーキンググループ構成 ２０

 

  所  属 職  名 関連施策等（※太字は事務分掌の主なもの） 

1 政策企画課 課長補佐 兼政策企画担当係長 

市政の総合施策の企画立案、調整及び推進に関すること 第

二次上田市総合計画、国土利用計画第二次上田市計画、上

田市まち・ひと・しごと創生総合戦略、上田市版人口ビジョン 

ほか 

2 移住定住推進課 課長補佐 兼移住定住推進担当係長 
移住定住に関すること 上田市移住定住支援、空き家活用 ほ

か 

3 行政管理課 
行政改革担当係長 兼公共施設マネジ

メント担当係長 

公共施設の見直しに関すること 上田市公共施設白書、上田

市公共施設マネジメント基本方針 

4 庁舎整備室 室長補佐兼庁舎整備担当係長 新庁舎の建設に関すること 

5 危機管理防災課 課長補佐兼危機管理防災担当係長 
災害対策及び地域防災に関すること 地域防災計画に関する

こと 

6 情報システム課 ＩＣＴ化推進担当係長 マルチメディア情報センターの管理に関すること 

7 財政課 財政担当係長 財政計画に関すること 市財政について 

8 財産活用課 課長補佐兼財産活用担当係長 公有財産の取得、処分、管理に関すること 

9 税務課 課長補佐 兼家屋係長 税制等に関すること 立地適正化計画の税制措置 ほか 

10 市民参加・協働推進課 地域内分権推進担当係長 地域内分権の推進に関すること 

11 生活環境課 課長補佐兼環境保全担当係長 環境保全・自然保護に関すること（空き地対策） 

12 生活環境課 課長補佐兼環境政策担当係長 環境基本計画に関すること 

13 
資源循環型施設建設関

連事業課 

課長補佐 兼資源循環型施設建設関

連事業係長 

資源循環型施設建設に関すること 資源循環型施設建設推進

に向けた地元及び上田地域広域連合との調整 

14 住宅課 住宅整備係長 市営住宅、住宅施策に関すること  

15 福祉課 課長補佐兼庶務施設係長 福祉関連施設運営に関すること 

16 障がい者支援課 障がい者支援担当係長 障がい者支援施設等に関すること 

17 高齢者介護課 課長補佐兼地域包括ケア推進係長 
高齢者福祉の企画立案及び運営に関すること 第 6期上田市

高齢者福祉総合計画、地域包括ケア ほか 

18 健康推進課 課長補佐 兼健幸政策担当係長 

保健予防及び健康増進の企画立案及び推進に関すること 地

域医療、スマートウェルネスシティ首長会議、健幸都市づくり 

ほか 

19 保育課 
課長補佐 兼保育施設担当係長 兼保

育担当係長 

保育園及び公立幼稚園の統廃合等による適正配置に関する

こと 丸子地区３園統合 ほか 

20 子育て・子育ち支援課 
課長補佐 兼子育て・子育ち支援担当

係長 兼子育て支援施設長 

子育て支援施策の総合的な企画及び調整に関すること 上田

市未来っ子かがやきプラン ほか 

21 商工課 市街地商業活性化担当係長 
商工業の振興に関すること 上田市中心市街地活性化基本計

画、空き店舗対策 ほか 

22 農政課 課長補佐兼農業振興係長 農村活性化対策、農業振興地域、都市農業・市民農園 

23 管理課 交通政策係長 
交通施策の企画立案、調整及び推進に関すること 上田市地

域公共交通網形成計画 ほか 

24 土木課 課長補佐兼整備計画係長 幹線道路等整備に関すること 

25 建築指導課 課長補佐 兼指導兼審査係長 
建築基準法に基づく許認可等に関すること 空家対策特別措

置法に基づく空家等対策計画 ほか 
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  所  属 職  名 関連施策等（※太字は事務分掌の主なもの） 

26 上水道課 課長補佐兼施設整備係長 上水道整備に関すること 

27 下水道課 課長補佐兼下水道建設係長 
下水道事業の計画・建設・維持管理、集落排水の公共下水道

への接続 

28 教育総務課 教育施設整備担当係長 
教育施設の整備・保全・管理に関すること 小中学校の配置 

ほか 

29 学校教育課 放課後こども育成係長 放課後こども育成に関すること 放課後こども育成施設の配置 

30 生涯学習・文化財課 課長補佐兼生涯学習係長 生涯学習施設の整備計画・管理運営 

31 上田市立図書館 館長 図書館運営に関すること 図書館の建設 

32 スポーツ推進課 課長補佐兼スポーツ施設係長 
スポーツ・体力づくりの推進、体育施設の整備・管理運営に関

すること 体育館等スポーツ施設の配置 ほか 

33 消防予防課 
課長補佐兼査察指導担当係長 

 消防司令 

危険物施設等の立入検査及び違反処理に関すること 火災予

防の普及及び啓発に関すること 

34 豊殿地域自治センター センター長補佐兼庶務企画係長 所管地域の地域政策の調整及び推進に関すること 

35 塩田地域自治センター 庶務企画係長 所管地域の地域政策の調整及び推進に関すること 

36 川西地域自治センター 庶務企画係長 所管地域の地域政策の調整及び推進に関すること 

 

 

  所  属 職  名 関連施策等（※太字は事務分掌の主なもの） 

37 丸子地域振興課 課長補佐兼地域政策担当係長 丸子ワーキンググループ 

38 丸子地域振興課 課長補佐兼庶務担当係長 丸子ワーキンググループ 

39 丸子市民サービス課 課長補佐兼市民窓口担当係長 丸子ワーキンググループ 

40 丸子市民サービス課 市民窓口担当係長 丸子ワーキンググループ 

41 丸子市民サービス課 課長補佐兼福祉担当係長 丸子ワーキンググループ 

42 高齢者介護課 高齢者支援担当係長丸子地域担当 丸子ワーキンググループ 

43 丸子産業観光課 課長補佐兼商工観光係長 丸子ワーキンググループ 

44 丸子産業観光課 課長補佐兼農林振興担当係長 丸子ワーキンググループ 

45 丸子建設課 建設担当政策幹 丸子ワーキンググループ 

46 丸子建設課 課長補佐兼土木担当係長 丸子ワーキンググループ 

47 丸子建設課 土木担当担当幹 丸子ワーキンググループ 

48 丸子地域教育事務所 所長補佐兼社会教育係長 丸子ワーキンググループ 

49 丸子・武石上下水道課 課長補佐兼業務係長兼上下水道係長 丸子ワーキンググループ 

50 農産物マーケティング推進室 室長 丸子ワーキンググループ 
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  所  属 職  名 
関連施策等 

（※太字は事務分掌の主なもの） 

51 真田地域振興課 課長補佐兼地域政策担当係長 真田ワーキンググループ 

52 真田地域振興課 課長補佐兼庶務担当係長 真田ワーキンググループ 

53 真田地域振興課 
課長補佐兼庶務担当係長兼有線放送

担当係長 
真田ワーキンググループ 

54 真田市民サービス課 生活環境担当係長 真田ワーキンググループ 

55 真田市民サービス課 課長補佐兼福祉担当係長 真田ワーキンググループ 

56 真田市民サービス課 課長補佐兼地域健康支援担当係長 真田ワーキンググループ 

57 真田産業観光課 課長補佐兼観光商工担当係長 真田ワーキンググループ 

58 真田産業観光課 
菅平高原スポーツランド所長兼観光商

工担当係長 
真田ワーキンググループ 

59 真田産業観光課 
菅平高原アリーナ所長兼観光商工担

当係長 
真田ワーキンググループ 

60 真田産業観光課 課長補佐兼農林振興担当係長 真田ワーキンググループ 

61 真田建設課 課長補佐兼管理担当係長 真田ワーキンググループ 

62 真田建設課 課長補佐兼土木担当係長 真田ワーキンググループ 

63 真田地域教育事務所 生涯学習担当係長 真田ワーキンググループ 

64 真田図書館 次長 真田ワーキンググループ 

65 上水道課 課長補佐兼上水道維持担当係長 真田ワーキンググループ 

66 武石地域振興課 課長 武石ワーキンググループ 

67 武石地域振興課 課長補佐兼地域政策担当係長 武石ワーキンググループ 

68 武石地域振興課 課長補佐兼庶務担当係長 武石ワーキンググループ 

69 武石市民サービス課 課長補佐兼生活環境担当係長 武石ワーキンググループ 

70 武石市民サービス課 課長補佐兼高齢者支援担当係長 武石ワーキンググループ 

71 武石市民サービス課 課長補佐兼地域健康支援担当係長 武石ワーキンググループ 

72 武石診療所 事務長補佐兼業務係長 武石ワーキンググループ 

73 武石産業建設課 商工観光担当係長 武石ワーキンググループ 

74 武石産業建設課 農林振興担当係長 武石ワーキンググループ 

75 武石産業建設課 課長補佐兼建設管理担当係長 武石ワーキンググループ 

76 武石地域教育事務所 所長補佐兼生涯学習係長 武石ワーキンググループ 

 

 


